
 

 

 

 

 

9
条
破
壊
の
解
釈
改
憲
は
国
民
に
対
す
る
ク
ー
デ
タ
ー 

 

安
倍
内
閣
は
7
月
1
日
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認

す
る
閣
議
決
定
を
強
行
し
ま
し
た
。
公
明
党
は
「
平
和
の
党
」

と
言
い
な
が
ら
、
安
倍
首
相
と
自
民
党
に
全
く
抵
抗
も
で
き
ず

に
、
平
和
の
党
の
「
看
板
」
を
自
ら
の
意
思
で
引
き
ず
り
降
ろ

し
ま
し
た
。
問
題
な
の
は
、
選
挙
争
点
に
す
る
こ
と
な
く
、
何

の
緊
急
性
や
必
要
性
も
な
い
の
に
、
国
民
の
声
を
聞
く
こ
と
も

な
く
、
一
内
閣
の
「
解
釈
」
変
更
で
、
命
の
問
題
を
片
づ
け
て

い
る
こ
と
で
す
。
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
を
こ
れ
ほ
ど
軽
く
扱

う
の
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
等
し
い
も
の
で
す
。 

 

 

選
挙
結
果
は
白
紙
委
任
状
で
は
な
い 

(

１)
 

消
費
税
の
増
税
、
法
人
税
の
減
税
、 

原
発
の
再
稼
働
と
輸
出
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
推
進 

混
合
診
療
の
解
禁
、
労
働
者
の
賃
金
抑
制
、 

年
金
財
源
で
株
価
対
策 

(

２)
 

日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
（
国
家
安
全
保
障
会
議
）
、 

秘
密
保
護
法
、
防
衛
費
の
増
額
、 

辺
野
古
移
設
の
強
行
、
武
器
輸
出
解
禁
、 

Ｏ
Ｄ
Ａ
の
軍
用
活
用
、
集
団
的
自
衛
権
行
使 

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
大
企
業
と
資
産
家
を
優
遇
す
る
「
富
国
」

政
策
で
す
。
経
世
済
民
の
経
済
政
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
富

国
」
政
策
に
国
民
が
騙
さ
れ
て
、
安
倍
内
閣
の
支
持
率
が
高
い

う
ち
に
、
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る

の
が
「
強
兵
」
政
策
で
す
。 

こ
れ
が
「
決
め
ら
れ
る
政
治
」
の
正
体
で
す
。
そ
し
て
、
格

差
拡
大
と
戦
争
参
加
の
道
で
す
。
私
た
ち
国
民
は
こ
こ
6
年

の
短
期
間
で
、
民
主
党
に
裏
切
ら
れ
、
自
民
党
や
公
明
党
に
裏

切
ら
れ
て
い
ま
す
。
騙
さ
れ
な
い
よ
う
に
自
分
の
頭
で
考
え
行

動
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

戦
争
参
加
の
た
め
の
税
金
は
払
い
た
く
な
い 

 

憲
法
第
30
条
に
記
さ
れ
た
納
税
の
義
務
は
、
日
本
国
憲
法

が
定
め
た
社
会
を
建
設
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
税
金
と

言
う
形
で
国
民
に
納
税
さ
せ
る
も
の
で
す
。
日
本
国
憲
法
は
諸

外
国
の
憲
法
と
違
い
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
よ
り
前
に
、
前
文

と
第
9
条
で
戦
争
の
放
棄
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
世
界

で
も
稀
な
憲
法
体
系
で
す
。
憲
法
第
9
条
を
壊
す
こ
と
は
日

本
国
憲
法
そ
の
も
の
を
壊
す
も
の
で
す
。
今
回
の
解
釈
改
憲
は

国
の
形
そ
の
も
の
を
変
え
る
も
の
で
あ
り
、
税
金
の
目
的
も
変

え
て
し
ま
い
ま
す
。 

暴
走
内
閣
は
危
険 

安
倍
内
閣
の
退
陣
を
迫
ろ
う 

 

安
倍
内
閣
の
暴
走
を
国
民
の
意
思
で
止
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
集
団
的
自
衛
権
を
許
さ
な
い
本
格
的
な
闘
い
は
こ
れ

か
ら
で
す
。
法
制
化
の
た
め
の
法
律
案
が
秋
の
臨
時
国
会
に
提

案
さ
れ
ま
す
。
「
安
倍
内
閣
は
退
陣
せ
よ
」
の
声
を
高
め
ま
し

ょ
う
。 

  

国
保
料
の
減
免
相
談
会
と
分
納
相
談
会
の 

日
時
・
場
所
が
違
い
ま
す
。 

◎ 

減
免
相
談
会 

7
月
10
日
（
木
）
昼
12
時
45
分 

吹
田
市
保
健
セ
ン
タ
ー
集
合 

◎ 
分
納
相
談
会 

7
月
29
日
（
火
）
昼
12
時
45
分 

吹
田
市
役
所
集
合 

今
年
か
ら
、
7
月
開
催
の
国
保
料
の
相
談
会
を
、
滞
納
な

く
払
っ
て
い
る
会
員
さ
ん
の
相
談
会
と
、
分
納
し
て
払
っ
て
い

る
会
員
さ
ん
の
相
談
会
に
分
け
ま
し
た
。
最
近
、
分
納
者
が
増

加
し
て
お
り
、
実
態
に
応
じ
て
キ
メ
細
か
く
対
応
す
る
た
め
で

す
。
国
保
料
だ
け
で
は
な
く
、
税
金
や
借
金
、
家
賃
な
ど
も
滞

納
さ
れ
て
い
る
方
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
税
務
署
や
市
役
所
か

ら
財
産
調
査
を
や
ら
れ
た
り
、
売
掛
金
な
ど
を
差
し
押
さ
え
ら

れ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
経
営
対
策
や
記
帳
習
慣
も
含
め
て
総

合
的
な
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
25
条
の
会
」
事
前
相
談
会 

7
月
17
日
（
木
）
夜
7
時
00
分
開
催
で
す 

＊ 

尚
、
7
月
10
日
の
減
免
相
談
会
は
班
会
参
加
者
優
先
で

抽
選
、
7
月
29
日
の
分
納
相
談
会
は
班
会
と
25
条
の
会
の

参
加
者
を
優
先
し
て
抽
選
し
て
相
談
の
順
番
を
決
め
ま
す
。 

 

年
金
保
険
料
の
取
立
も
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

差
押
予
告
や
、
父
親
の
預
金
口
座
が
差
押
え
ら
れ

た
と
の
相
談
も
増
え
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
大
丈

夫
で
す
か
？
そ
の
ま
ま
放
置
し
な
い
で
民
商
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 


